
 
 
 
 
 
 

居宅介護支援重要事項説明書 

〔２０２５年 ４月１日現在〕 

１ 社会福祉法人福知山シルバー 厚ニコニコハウスの概要 
（１）事業所の説明・指定番号・サービス提供地域 

事業所名 社会福祉法人福知山シルバー 厚ニコニコハウス 

所在地   〒６２０－００５６ 福知山市厚中町 200 番地 管理者  足立 利枝  

電話番号 ０７７３－２３－２５１５ ＦＡＸ番号            ０７７３－２２－７３３３ 

介護保険指定番号 ２６７２６００５０５号 事業実施地域 旧福知山市全域 

 
（２）営業日・営業時間 
月曜日 ～土曜日 （但し 12 月31 日・１月１日～１月３日までを除きます。） 午前８：３０～午後５：３０  

営業時間外及び職員不在時は ケアハウスニコニコハウスに併設されており、 電話等により２４時間受付可能 

 
（３）職員体制 

職   種 資 格       常 勤 非 常 勤 計 職務の内容 

専従 非専従 専従 非専従 

管理者 

主任介護支援専門員 

介護福祉士 
 １名   １名 

事業と職員の管理 

居宅介護支援 

介護支援専門員 介護福祉士     ２名  ２名 居宅介護支援 

介護支援専門員 看護師   １名  １名 居宅介護支援 

 
（４）担当介護支援専門員     

 
２ 利用料金 

（１） 居宅介護支援利用費（１単位単価 １０円） 
 介護サービスの提供開始以降１ヶ月につき要介護度に応じた料金を頂きます。法定代理受領による場合は利用者の自

己負担はございません。保険料の滞納等により法定代理受領ができない場合があります。その場合、一旦１ヶ月あたり

下記の料金を頂き、サービス提供証明書を発行いたします。後日福知山市の窓口に提出しますと払い戻しを受けること

ができます。 

 
 

【基本単位数】（１月につき） 

 要介護１・２ 要介護３～５ 備 考 

居宅介護支援費（Ⅰ） 1086 1411 介護支援専門員1 人の取扱件数が 45 未満 

居宅介護支援費（Ⅱ） 544 704    〃       45 以上６０未満の 45 以上の部分 

居宅介護支援費（Ⅲ） 326 422    〃       60 以上の部分 

 

 
【加算・減算】（１月につき） 

初回加算 ３００ 新規利用又は要介護度２段階以上変更の場合 

入院時情報連携加算（Ⅰ） ２５０ 病院又は診療所に入院後当日に必要な情報提供を行った場合 

入院時情報連携加算（Ⅱ） ２００ 病院又は診療所に入院後３日以内に必要な情報提供を行った場合 



退
院
退
所
算 

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ参加 無１回  

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ参加 無２回  

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ参加 有１回  

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ参加 有２回  

ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ参加 有３回  

４５０ 
６００ 

６００ 
７５０ 

９００ 

退院・退所にあたり、必要な情報を得た上で、ケアプランを作成し、調整

を行った場合  

 

通院時情報連携加算 ５０ 通院に同席し情報提供を行い医師等から情報を受けて記録した場合 

緊急時等居宅ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ加算 ２００ 病院又は診療所の求めにより共に居宅を訪問し、ｶﾝﾌｧﾚﾝｽを行った場合 

運営基準減算 ５０/１００ 

 
０/１００ 

訪問、モニタリング、担当者会議、ケアプラン交付等を行っていない場合  

複数の事業所の紹介ケアプランに位置付けた理由を説明しない場合  

上記を２ヶ月継続する場合 

特定事業所集中減算 ▲２００ 同一法人の訪問介護・通所介護・福祉用具貸与事業所に集中する場合 

同一建物減算 ９５/１００ 所在する建物と同一の敷地に居住する利用者又は、１か月当たり同一の

建物に２０人以上居住する利用者に行った場合 

※当時業所は高齢者虐待措置実施、業務継続計画を策定しています。 

（２）交通費 
通常の事業実施地域にお住まいの方は無料です。事業実施地域以外にお住まいの方は、通常事業地域をこえた所か

ら、１㎞こえる毎に１００円いただきます。   

 
（３）解約料 

利用者はいつでも解約することができ、料金は一切かかりません。 

 
３ 居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容 

当事業所は、福知山市より訪問調査の委託を受けており、訪問調査、要介護認定等の申請代行と平行して、居宅サー

ビス計画の届け出も行います。居宅介護支援のみの申し込みも承っています。ご利用者の課題分析（アセスメント）を行

い、居宅サービス計画を作成いたします。この計画に沿って、サービス提供に係る、必要な調整・連絡を行い、毎月の保

険給付管理を行います。要介護等認定更新時に再度、課題分析を行い、居宅サービス計画を作成いたします。 

 
４ 居宅介護支援の運営の方針及び実施概要 

「生きがいのある高齢社会の実現を目指して」当事業所の方針を前面に掲げ、利用者本位の居宅介護支援をまごころ

をもってわかりやすくていねいに、公正中立に提供いたします。担当の介護支援専門員の変更を希望される方はお申し

出ください。 

（１）利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活が送れるよう、保健、医療、福祉サービスが総合的、的確に提供さ

れるよう支援します。 

（２）ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所を紹介や、その事業所をケアプランに位置

付けた理由を求めることが可能であることを説明します。 

（３）医療系のサービスを希望される場合は、利用者の同意を得て、主治医等に意見を求め、ケアプランを交付します。 

（４）居宅サービス事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際に介護支援

専門員自身が把握した利用者の状態等について、主治医や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行います。 

（５）京都府、京都府医師会、京都府社会福祉協議会、京都府介護支援専門員協会、福知山市等が実施する研修会に

参加し、質の向上を図っています。 

 
 ５ 虐待の防止 

 利用者等の人権擁護・虐待の防止等のために、次の通り必要な措置を講じます。 

（１）苦情解決体制を整備しています。 
（２）従業者に対する虐待防止を啓発、普及するための研修を実施します。 

（３）虐待防止に関する責任者を選定します。 
（４）虐待防止検討委員会を設置します。 

（５）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による虐待を受けたと

思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。 

 



６ 秘密保持 
利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護

関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めます。介護支援専

門員及び事業所の職員は、あらかじめ文書で同意を得ない限り、正当な理由なく、業務上知り得たご利用者又はその

ご家族の個人情報を漏らしません。また事業者が得た利用者及びその家族の個人情報については、社会福

祉法人福知山シルバー内で共有し、円滑な対応等に努める際に共有します。 

 

 
７ 緊急時と事故発生時の対応 

サービス利用中に容体の変化等があった場合には、事前の打ち合わせにより、都道府県、市町村、主治医、救急隊、

ご家族、居宅介護支援事業者等へ連絡するとともに必要な措置を行います。また、事故発生時において、事業所に過失

がある場合には、損害を賠償し、お客様の立場にたち、誠心誠意対応致します。（連絡先は別紙） 

 
８ 業務継続計画の策定 

  感染症や自然災害の発生時には、事業を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るため

の計画を作成します。業務継続計画についての必要な研修及び訓練を実施します。また、定期的に見直し、変更を行い

ます。 

 
９ サービス利用に当たっての留意事項 

  サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。記載内容に変更があった場合は速やかにお知ら

せください。入院された場合は、担当介護支援専門員の氏名と当事業所の連絡先を入院医療機関に提供してくださ

い。 

 
１０ サービス内容に関する苦情等相談窓口 

（１）苦情等相談窓口 

◎（福）福知山シルバー 厚ニコニコハウス 苦情受付担当者 足立 利枝  

電 話：０７７３－２３－２５１５ ＦＡＸ：０７７３－２２－７３３３   受付時間：午前８時３０分～午後５時３０分（日祝休） 

     Mail: atsu.carehouse@npojp.com  面接場所 事務所  苦情箱 2 階居室横に設置 

◎福知山市健康福祉部高齢者福祉課介護保険係  

電  話：０７７３－２４－７０１３  ＦＡＸ：０７７３－２２－９０７３   受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝休） 

◎京都府国民健康保険団体連合会 介護保険課 介護管理係 相談担当                   

電  話：０７５－３５４－９０９０   ＦＡＸ：０７５－３５４－９０５５   

受付時間：午前９時～午前12 時、午後1 時～午後5 時 （土日祝休） 

 

（２） 苦情処理の体制及び手順について 

① 苦情は面接・電話・書面等により苦情受付担当者が随時受け付けます。苦情処理受付票に記入します。なお、直接

第三者委員に直接苦情を申し出ることも出来ます。 

② 苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員（苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した

場合を除く）に報告いたします。苦情解決責任者又は第三者委員は内容を確認し、苦情申出に対して、報告を受けた

旨を通知します。事業所内で検証、再発防止のために会議の実施し、対策を立案します。 

③ 苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際苦情申出人は、第三者委員の

助言や立ち会いを求めることが出来ます。損害賠償の手続きを行います。 

④ 保険者に報告します。 

 

１１ 当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況に関して 

   別紙の通り 

 

 

 

 

 



 

 
   年   月   日 

 
居宅介護支援の提供開始にあたり、利用者に対して重要事項説明書を交付の上、重要事項を説明しました。 
但し、利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、書面で説明・同意等を行うものに

ついて、電磁的記録による対応を可能とします。 
 
 
 
（福）福知山シルバー 厚ニコニコハウス                            
  

 

私は、事業所より居宅介護支援についての重要事項の説明を受け、その内容及び以下の項目について、サ

ービス提供開始に同意の上、本書面を受領しました。 

 

○ 私は、利用可能な事業所を複数の紹介を受けられることや、計画書に位置付けられた事業所の紹介を

受けた場合は、その理由の説明を求めることが出来ることについての説明を受けました。 

○ 利用中の訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、訪問の際に介護

支援専門員自身が把握した利用者の状況等について、介護支援専門員から主治医や歯科医師、薬剤師に

必要な情報伝達を行うことについて了解しました。 

○ もし私が入院した場合、担当介護支援専門員の氏名と事業所の連絡先を入院先医療機関に報告します。 

 

 

同意年月日：      年   月   日 

 

 

利用者                     住 所  
 

  

家族の代表                  住 所 
 

                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
役 職 名        氏名  


